
鈴鹿市教育委員会における鈴鹿市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和７年１０月２４日 

 

鈴鹿市教育委員会 

 

鈴鹿市教育委員会規則第１２号 

鈴鹿市教育委員会における鈴鹿市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例施行規則の一部を改正する規則 

鈴鹿市教育委員会における鈴鹿市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例施行規則（令和３年鈴鹿市教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように

改める。 

改 正 後 改 正 前 

（パートタイム会計年度任用職員の報酬の

額） 

（パートタイム会計年度任用職員の報酬の

額） 

第３条 パートタイム会計年度任用職員の

報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める額とする。 

第３条 パートタイム会計年度任用職員の

報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める額とする。 

(１) 養護及び支援員 時間額1,097円 (１) 養護及び支援員 時間額1,080円 

(２)～(６)  略 (２)～(６)  略 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年１１月２１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第３条第１号の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由を生

じた報酬について適用し、同日前に支給すべき事由を生じた報酬については、なお

従前の例による。 

 


